
広島市文化創造センター・広島市中区民文化センター・広島市国際青年会館 

指定管理者応募要領に関する質問と回答 

 

№ 資料名 頁 項目 質問内容 回答 

１ 仕様書 P.19 

 

Ⅳリスク分

担 

 

リスク分担で、「物価の変動」は指定管理者

の分担とされていますが、国のデフレ経済から

の脱却政策により、物価上昇や人件費アップも

最近報道されています。 

今後５年間の長期の物価変動リスクについ

て、市の分担をどのように考えられておられる

のか、ご教示願いたい。 

物価変動リスクは指定管理者の負担としま

す。 

２ 仕様書 P.19 

 

Ⅳリスク分

担 

 

リスク分担で、「自然災害等の不可抗力」は、

市と指定管理者の「協議」によるとされていま

すが、自然災害等の不可抗力に対する指定管理

者の責任をどのように考えておられるのか、ご

教示願いたい。 

不可抗力により損害、損失又は増加費用が

発生した場合は、損害状況の確認を行った上

で、市と指定管理者との協議により費用負担

等を決定します。 

合理性の認められる範囲で市が負担します

が、指定管理者が加入した保険により補てん

された金額相当分は除きます。 

３ 仕様書 P.19 

 

Ⅳリスク分

担 

 

リスク分担で、「大規模な修繕（指定管理者

に責めがある場合を除く。）」は市の分担とされ

ていますが、注記で「大規模な修繕は１件当た

りの費用が原則100万円以上のものとし、これ

に該当するか否かは、個別に広島市が決定す

る。」とされています。 

どのような基準で判断されるのか、ご教示願

いたい。 

また、官庁では予め予算措置がない場合の対応

は困難なことが想定されますが、予め予算措置

されているのか、されていない場合どのように

対応されるのか、ご教示願いたい。 

大規模な修繕に該当するか否かについて

は、修繕の必要性や緊急度等を考慮して決定

します。予め予算措置していませんが、個別

の状況等を勘案し、必要な予算を措置します。 

４ 仕様書 P.19 

 

Ⅳリスク分

担 

 

100万円以上の緊急修繕が必要となった場合

等、市において早期の予算措置は困難で、指定

管理者が緊急対応せざるを得ないことも想定

されますが、事後、その経費は市において負担

していただけるのか、ご教示願いたい。 

市において負担しません。 



 

№ 資料名 頁 項目 質問内容 回答 

５ 仕様書 P.15 

P.19 

 

(9)経費負担

区分 

Ⅳリスク分

担 

施設設備の老朽化が想定されますが、現在の

指定管理期間中（平成22年度～平成26年度）

に市が発注した施設、設備の修繕、及び購入・

更新した備品の年度毎件数及び金額はどのよ

うな状況か、ご教示願いたい。 

施設、設備の修繕については、実績はあり

ません。 

備品の購入等については、次のとおりです。 

文化創造センター 

・平成25年度 1件  84,000円 

中区民文化センター 

・平成23年度 2件 151,800円 

・平成24年度 2件  99,960円 

国際青年会館 

・平成23年度 1件 128,940円 

６ 仕様書 P.23 

 

7命名権の

導入 

命名権が導入された場合、指定管理者はイベ

ントの開催時に呼称を使用した広報を行うな

ど、適切に対応することが求められています

が、命名権の導入により生じる経費（看板の架

け替えなど）については、指定管理者の負担と

しないことも定められています。 

ついては、看板の架け替え等に係る事務処理

（契約・支払）も、市で行うと考えてよいか。

また、パンフレットの刷り直し、館内表示の修

正等の費用、及び、施設周辺の道路案内標識（著

名地点）の変更に伴う関係省庁との調整手続き

も市負担と考えてよいか、ご教示願いたい。 

看板の掛け替えに係る事務処理は、命名権

取得者が行います。 

パンフレットの刷り直し、館内表示の修正

の費用は、本市又は命名権取得者が負担しま

す。 

施設周辺の道路案内標識の変更に伴う関係省

庁との調整手続は、本市又は命名権取得者が

行います。 

７ 仕様書 P.23 

 

7命名権の

導入 

命名権の設定期間は何年か、また、指定管理

期間と重なるのか、ご教示願いたい。 

未定です。なお、現在、命名権を導入して

いる３施設の期間は次のとおりです。 

・マツダスタジアム：５年間 

・広島文化学園HBGホール：４年５か月 

・エディオンスタジアム広島：３年間 

８ 

 

その他 ― ― 市において大規模なリニューアル工事が行

われた場合、利用者増が期待されますが、改修

工事中は利用制限や利用者減、収入減等も想定

されます。 

市が計画・検討している施設改修、設備更新

はどのようなものか、また、工事期間中の利用

料金収入は補てんされるのか、ご教示願いた

い。 

現在、本市が具体的に計画・検討している施

設改修等はありません。 

９ その他 ― ― 官庁における報告書類は詳細なものを要求

されることが想定されますが、定例の管理報告

以外にも資料提出を求められることはあるの

でしょうか。あるとすれば、どのようなものを

どの程度の内容か、ご教示願いたい。 

 議会対応等で資料提出を求めることがあり

ます。内容等について示すことは困難です。 


